
継嗣　　　指令産廃第8－38睾

静可番号

運搬業

鞋　所　東京都粟至景詩集衛二

氏　名　榛議会社　工藤露寝
寵愛取締役　玉露　巨樹

露棄動の 薄霧連関考‾る法律第14条の2

可の年月　日

許可の有効年月

の詩可を

1．事業の範囲
は）事業の区分
（詳説裟扱える

燃え殻
海霧
廃泌
廃酸
麗買ルカリ
麗プラスチック類（＊）
練くず
木くず
繊籠くず

積替え保管を除く。）
種類

竃業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に有縁憲有産業廃棄物が含まれる蕩泰醸、そ頭書を含
積替えのための保管上限薮が積み上げるまきができる高さ
該当なし

3．許可の集線
特に猿も

藷謡の更新更埴変褒め状況 ������ 
許可（届∴出）∴年月：日 ��指　令　番　毒三二一、 �� �∴変　更＿　内　容 

瑠強ま好学各月‾26日 ��指令環第460：号∴∴ �� �i－ 日　照 

＿二：聾撥 ��愛車6月29日 �指令産廃箋鶏 �：－瑠謬葵三 � 
ロ　　ー ��� 

i聾巌29年6月14日 ��� � �変更届（代表者‡：葦 
i平成29年7月14日 ���指令産廃第捲 �璃琴享／三一： �更新語頭三三 

平成29年7月14月： ���／／二指令産廃襲 �3∴8号：∴ �変更許可（4種類の追加及 ��＿＿、蔓種類餐犠霞態除）薫 

5．積替え詳可の養無　　無
※　県内の政令譲における許可の有無を記載

9条の2策5項の規定をよる許可証の提出の


